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トランド

は し ゼ、き

一国資本主義の成立およびその !?生産過程において，農業にはどのような位置があたえらるべき 

なの:e あろうか。食糧およか原料の供給部門としての農巢が国民経済に対して有する比重は，資本 

主義の発達にともなって漸次低下するとはいえ，なおそれは経済生活の根源を規定する意義をもつ 

ことは, . 否足しえない。イギリス古典派経済学において，食糧の確保および生産の難易がその®耍 

な論点の一つとなっていたことは，周知のところである。

戦前の日本資本主義はその特殊な構造の基底として， したがってその資本主義を特殊なものたら 

しめた相互規定的な要因として，地主的土地所有のもとにおかれたぎ細な農業耕作をもった。特殊 

日本資本主義の冉生産過程は零細な農f t の再生産の過程であり， しかも零細土地所有農民の分解 , 
い わ ば 「養縮せる分解 ,J その地主ニ小作関係への再編は， 国内市場の狭腿化をもたらすばかりで 

なく，零細な農業耕作のなかにも育まれてくろ小商品生産者への志向は，地主的土地所有を危機に 

陥れずにはおかない。力、'くて'日本資本主義は，他賞 銀 • 低米価，.高率小作料の相互規定のうえに生 

みだされる剰余価値の源束を湖海させないために，また追加的な労働力の絶えざる給源として，ま 

た国内市場の維持 • 確保のために，いわゆる「小農保護政策」をその必至の課題としたのである。

農地改本は，地主的土地所有を解体することによって，農業生産力を地*的土地所有わ極枯から 

解放したとはいそれが広巩に剑出した零細地片の所有にもとづく零細な農業耕作自体の担って 

いろ問題を解決するものではなかった◊そ れ は 「農地改ホJ とじて遂行されナこ土地変取f自体の性格
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に由来するところである。そして戦後日本資本あ義の資本蓄積士壤として， 日本資本主義の再編成

のためめ，低 賃銀，低米価を基調とする，労働力給源として , 霉細地片所有の零細農業耕作は,役

立ってきたのであった。しかも，戦後の， 日本経済のいわゆる「高度成長」を通じて，重化学工業

段階として特微づけられる， 日本資本主義のもとで，一方では，巨大な新鋭重化学工業と零細な農

業耕作というかたちでの格差の掀大は，常細地片所有の形態と農業生産力との矛盾をますます露呈

するにいたるとともに，他方では， 自立農業経営維持 • 盲つおの意図にもかかわらず，そして零細農

業耕作それ自体をさらに高い段階において解決する諸条件を欠如した状態で， 自立経営の下限はま

すます上昇するという矛盾を担うにいたっているのである。まさに，農業の解体の進展というべき

であろう。要するに，「高度成長」といわれる戦後蓄積構造に内在した矛盾の深化は，その一面を ,
国民経済の r基盤喪失J 一一食糧問題，労働力，物価問題，農地削減等々—— というかたちで，顕

現することとなりたのである。

このような問題を念頭におくとき，まさに確立せんとするイギリス資本主義を前にして，市民社

会における経済的諸脑瞻の内的関連をあきらかにしようと企てたアダム，スミ ’ス （Adam Smith)
力' ; , 農業にどのような問題を見いだし，それをその保系のなかにどのように位置づけたであろうか*
これらの点にっいて若干の考察を試みることは，けっして無駄なこととはいえないであろう。けだ

し，そ の 「典型的形態J に対する古典的な論究から—— そこに見いだされる矛盾や論理の限界をも

含めて—— われわれは多くの論点をひきだすことができるからである。 しかも， これまでスミス
(1 ) ^ ,

の農業論に関する論説はかならずしも多いとはいえない。そしてそれらの論説はわれわれに多くの

点を教えるものであるとはいっても， なお， それは， あるいはスミスの農業に関する見解を単に

一個の学説として，スミス経済学の「根本的脆弱性_ !かちその農業理論の「不完全性J ないしは矛

盾を指摘するに止まり，ちるいは農業の技術的発達の緩慢さ♦廣 業 の 劣 勢 と 「事物自然の進路 J
(natural cource of th in g s)すなわち農業，工業,そして商業という投資序列との調和的理解にその論

点がしぽられ，あるいは小生産者，小土地所有農民が利己心の担い手という観点から考察の対象と

され，スミス農業論の全貌と問題点を，その体系とのかかわりあいにおいて，充分あきらかにしえ

たとは，かならずしもいい難いように思われるのでもる。

2. スミスにおける農業問題

c n  アダム . スミスかその「国富論」 In q u iry  into the Nature and Causes o f  the Wealth o f  Nations) 
において，.農業に関して問題としているところとして，普通，ニっの点が指摘されている。その-^
注（1 ) 久保IJ順 光 「スミス経済学に於ける農業理論J 昭和15年ニ7月（同著 •■近ill：経済学の化成過勸昭和17律6月刊に収録)。 

m m ^ J i  *■スミス廣業論の- 価 J (r青山経済論染J l o m  . 2号，1958年)。愈i i 平治 ••アダム，スミスに於ける小生 

鹿おにっいてJ (r大阪経大論染J 祐25号，195が1 0 などをげることができる。
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つは農業の生産性の問題であり，他 の 一 つ は 物 自 然 の 進 路 」における農笨の位置づけのI'rポ墓{で

ある。そして，前者すなわち農業の生産性に関しては，そこに農業の労働生産力の相対的なおくれ，

究達の緩慢さを見いだし， こ れ と 「事物 Iぜタ、の進路J において，資本はまず廣業に投ぜらるべきで

あるとなす主張との間に，首尾一 貫̂性を欠くものとする論点の展[)Bが普通におこなわれて '/、る。 し

かしこの二つの問題は異なった視角からする論点であるというべきであろう。をち’ろんこのニつの

論点は相互にかかわりちうところなしというわけではないが，一方は理論的な視角からの問題であ

り，他方は市民社会の形成という，歴史的な視角からの問題なのである。そして，農業の生産性の

問題については，その労働生産力の発達が緩慢であるという，そこから，理論的に，直ちに農業へ

の資本投下の不利を， したがって「事物自然の進路J への論理的な連盤の不備を，ひきだすわけに

はいかないというべきであろう。ただ現実に見られる農業への資本投下の不充分なこと力';,「事物

自然の進路J の胆止というかたちで，スミスの問題としたところであったのである。 '
周知のごとく，スミスは，HI富の増進について，それは第一に労働生産力の改善，第二に生産的

労働者数の増加， したがってその維持に使われる資本的資財（capital s to c k )の量，資本の蓄積とそ

の投資にかかるものとしている。そして前者に関してあげるところは，分業と，また分業に由来す

るものではあるが，労働を簡愿化しかつ省略するところの機械器具の増加およびその改良であり，

後者においてとくに考慮する点は，その投資方法と資本回転率である。

スミスはまず「国富論J第 1 編 第 1 章において，農業の労働生産力の発達に関してつぎのようにの

ベる。「農業においては，製造業におけるがごとくその性質上.そんなに細かく労働を区分する余地

もまた各種の仕事をたがいに完全に分離する余地もないJ ので，そ れ が 「恐らくは，この技術1Cお
■ ( 2 )

ける労働の生産力の改善が , 何故に製造業における改善に及ばないかの理由なのであろう」。 しか

も他方において，第 2 編 第 1 章では，農業に投下された固定資本が農業の労働生産力の増進に資す

ること犬なるものがることを指摘しているのである。ここに，農養に役下された固定資本として，

そのうちとくに注目されているものは「土地の開拓，排水，回い込み，施肥，その他，土地を耕作

や栽培にもっとも適した状態にするために有利に投資されたものJ であり，かくして改良された農

場は，労働を容易にしかつ省略する有用な機械と同等視して差支えなきものであるという。 「改应

された農場は， これらの機械のいずれに比しても，有利な点において劣ることなく，耐久性のある

ノミにおいて勝るものがあり，その耕作に使用する農業者の資本をもっとも有利に充用するはか， し
(3) '

ぱしぱ何らの縫をも要しないものなのである。丄そして，同編第 2 章 で は rあらゆる必要な建物，

注（2 ) Adam Smith； A% Inqu iry  into the Nature and Causes o f the Wealth o f Nations^ London, 1776： 5th e d .1789; 
ed. with an Introduction, Notes, Marginal Summary and an Enlarged Index by Edwin Cannan, 1904; with,an 
Introduction by Max Lennar, (the Modern Library), 1937, p, 6 . 大内兵衛• 松川七郎/が の (ギi■波;iC沛）

第 1分HU102 *103真。但し訳义はかならずしもこれによらない0 
( 3 ) Ibid,, p. 265.同上第 2 分IIけ 242 、
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囲W , 挑•水跋，通路等がもっともよく整備されている農場においては，同じ大きさで同じく良好な

地質であっても，これと同じ便宜をもたない農場に比して，同数の労働者と役畜を以て，はるかに-
多くの生鹿称を育成しうるであろ( ^ J という。改良された土地は，労働手段としては，機械という

よりはむしろ装置というべきであろうが， いずれにせよ： ここでは， 「土地資本」(la terre-capital>
のお下による農業生産力の増進が語られているのである。

以上にのべられていることからするならぱ，農業が国富生産上不利な産業部門であるという結論

は , 力、ならずしもひきだせないように思われる。スミスが，農業にあっては劣:働の生産力の改善が

製造業の i れに及ばないという点を強調するとき，それは，一‘面では，穀物価格が，長期にわたゥ.
てみれば，比較的安定しているということとのかかわりいにおいて，注目するところであったと

いっていいであろ' う'。第 1 編第U 章は地代に関して論じている章:であるが，その第 3 節ではつぎの，

ようにのベている。「如何なる社会においても，また改良の段階がどうであろうとも，穀物は人間；

勤労の所産である。そしてあらゆる種類の勤労の平均生産物は，かならず，はぽ正確に，平均消費

に適合し，また平均供給は平均需耍に適合する。なおそのうえ，社会の改良のらゆる異なる段階

において，同じ土壤，および気候が同一であれば，等量の穀物の生育には，平均してほとんど等量

の労働を，いな同じことではあるが，ほとんど等量の労働の個1格を要するであろう。 というのは，

耕作が改良せられると労働の生産力が絶えず増加するが，それは,業の主たる用具たる家畜の価格

がた.えず増加することによって何ほどか相殺されるからである。これらすベての理由からして，等

量の穀物はいかなる社会状態においても，その改度の段階がいかにあろうとも，土地の他のいかか

る等量の粗生生産物に比しても，より完全に等量の労働を代表し，またはそれと等価になるであろ，

うと確信していいであろう。かくて，穀物は富と改善のすべての段陪において，他のいかなる商品
(6 )

または一連の商品よりも，一̂層正確な価値の尺度である。J
同時に他'面では，そこから，富国と貧国，先進国と後進国の閩の競 '争をる程度-可能にするのは

(7)
農業技術における発連の緩慢な点によるものであるという主張かなされる。

ところで, たとえ農業にあっては，その労働生産力の発達が，製造業のそれに比して，はるかに 

及ばないとしても，それは農業への資本役下の不利あるいは有利とどのようにかかわりあうものな 

のであろう力、。

プ、ミ人は第 2 編 gfj 3 章においていう。「資本は節儉 (parsimony) によって 増 加 し 浪 費 と 不 始 末 :
注（4 )  ふ，！). 2 7 1 .同上律2 分冊252貝。

( 5 ) あ1編策5 京 •■等Mの栽物は， をへだてれば，他のものよりもより正確に同一の突货価格を表わす, J . 脚 '，' 
P .161 .同-丄‘ガ5 1分lllfM  貝) 。 '

(6 )  / み pp. 186-187.同 上 分 nim-95H,
( 7 ) 第 1 編祐1 章 *■もっとも富裕な園K;の土地は槪してよく耕されており.，その上に没ぜられる労働および费もまた多 

，いから，その土地の広さとfぐI然の地味に比して割合に多く生まする。しかしながら，生産物のこの地加は，労働と脚は

との増加糊合をこえることは極めて稀でる。農榮においては，富国め労働は貧国のそれに比してつねにかならずし 

より生政がJであるとはし、えない。J W d ‘, p. 6. m - M 1分IIけ103頁)。
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(prodigality and misconduct)によって減少する。j 「勤勉ではなくして，節儉が資本增I加の直接の原因

であ、も。いうまでもなく，勤勉は節條が蓄積すべき対象物をつくりはする。 しかし勤勉がなにはど

多くを獲得しようとも,節儉が節約し般蓄することがなかったならぱ，資本が大きくなることはけ 
( 8 )

りしてない

スミスのここにいう「節儉J の問題f cついては，資本蓄積は剰余 fllii値の資本と収入とへの分割の

問題であり，収入 = 個人的消費財源の分割ではないととを指摘すれば足りるであろう。資本と収入

とへめ， この分割は，もちろん，剰余価値の量があたえられていれぱ，一方の波大は他方をそれだ

け庄迪するということになり，この分割の比率が資本蓄積の大きさを決定する。しかし，この分割

をおこなうものははかならぬ剰余価値の収得者でちる。資本制生産の発展は企業に投ぜられる資本

のた免ざる増大を i^、然的なものにする。競争は資本家をして自己の資本を維持するためにたえずそ

れを拡大することを強制し，資本家は累進的な蓄糖によってのみその拡大を維持することができる。

そしてますます大きな剰余価値の，資本へのますます大きな分割ニ資本としての貯蓄，蓄積こそが ,
資本家をして資本家としての機能を振させるものでったのである。

このようにして，同一生産部門における一企業がその労働の虫産力を高めることによって，その

商品の個別的価値をその社会的価値より低からしめたとするならば，その企業はその商品の服売に

よって特別剰金価値を， したがって超過利潤を実現することになり，それはこの企業における资本

蓄積の一大横杆となりうる „ すなわち，労働の生産力を高めるととによって商品の価値を引き下げ

ようとする励機は，個々のどの資本家にとっても，存在するのでちる。 しかし，この新たな生座方

法が一般化され， したがってその社会的価値が引き下げられ，低 、価値で生産される商品の個別的

価値と社会的価値と td差が消滅すれば，特別剰余価値もなくなることとなる。また剰余価値の生産

は労働日の延長によってなされるが，他面，同一生産部門においてにせよ，異なった生産部門にお

いてにせよ，労働力の価値を規定する生産物を生産する産業部門における生逆力の上昇が,労働力

の価値を引き下げたとするならば，グごれは必耍労働と剩余労働との量的比率を変化させ，•一般的剩

杂価値率を引き上げることになるであろう，《また同一生産部門においてにせよ，與なった生産部門

においてにせよ，生産手段を生産する産業部門における生産力の上昇み;労働手段なり原料なりの価

値を弓Iき下げたとするならぱ，それは，剰余価値の量， したがっ"C利潤の量は不変であったとして

も，利潤率を引き上げる一*耍因として作用するであろう。

とのような点を考慮に入れるとしたならぱ， とえ奥業における労働生産力の増進の困難さを論

証しえたとしても，そこから直ちに農業への資本投下，その開発の困雞さをひきだすわけにはいか 
(9) .

ない。スミスは第2 編 第 5 章においていう。 rある資本の所有者が，それを農業に使用する力、，製

注（8 ) /Z^., P. 321.同上第 2 分|llf351K。

( 9 ) との☆に関しては，たとえば「もしこのように，業の劣勢が困定的なものだとすれば，ある資本の所おあがそれを嚴 

業に投ずるかどうかゾâ 決するものがm r；i森の私的利潤』によるもめでるかぎり，腹菜投資とその閲発は誠にW難な

■~~一 5 i351) ——
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;E業に使用するか，あるいは卸売や小売の若干の特定部分に使用するかを決定する唯一*の動機は，

かれ 1さi 身の私的利潤についての考察である。資本が種々の用途のうちどれに使われるかにしたがゥ

て，生ま的労働を活動させるうえにおいてどれ程の差を生ずるか，またその社会の土地および労働

の年々の生産物に fllli値を加えるうえにおいてどれ程の差を生ずるか，そういうことはかれの思慮に

は全然はいらない。J すなわち資本投下の誘因はひとえにかかって同一量の資本が生みだす利潤の

大きさにあるとスミスはいうのであろ。 しかも同一量の資本に帰屈する利潤の量は同一量の資本が

活動させる生産的労働の量とは関係がないように思われる。スミスは， 周知のごとく， 「農業に使

用される資本は，製造業に使用される同量の資本に比較して， より多量の生産的労働を活動せしめ

るのみならず，また，それが使用する生産的労働の量に比して，その国の土地おニよび労働の年々の
- (11)

生産物に，その住民の実質的富および収入に，はるかにより多くの価値を附加するJ とのべている。
(12)

この， とくに後半の部分については，その背後に「農業においては自然も人間とともに労働する」 

という，フィジオクラット的偏向の認められることを否定しえない。 しかし， 同量の資本がより 

多量の生産的労働を活動せしめるということは，そこにおける資本'構成の低さを示すものにほかな 

らないのであって，そのかぎりにおいて，同量の資本はより多量の剩金価値をつけ加えるというこ 

とになる害である。そして， もしそこに異なる生産部門間の資本移動がみとめられるとすれば，そ 

こにおける資本構成の差， したがってそこに生みだされる剰余価値量の差にもかかわらず，究極に 

おいては，それぞれの資本に対する利潤率は均衡化することとなるであろう。そこでは同一量の資 

本は，それが活励させる化ま的労働の量のいかんにかかわらず，同一量の利潤を獲得す'ることにな 

る。そしてそれは資本の移動によづて総剩杂価値の配分がえがなされる結果であり，商品は価値か 

ら邦i離した価格で売られることとなる。

同時にまた，農業生産それ自体につてみても，労働生産力の発達，技術の高度化， したがって 

資本構成の高度化は，それにともなって，そこで直接に活動させられる^^産的労働を減少すること 

になるのは，当然のことである。その結果としてもたらされる商品量の増加， したがてその個別 

的生産価格の低下は，市場調整的な一般的生産価格不変の事情のもとでは，超過利潤を—— その地 

代への転化の諸条件は措くとして一一増加させることになるであろう。

てn 〕 農業に投ぜられた資本がより多量の生産iHj労働を活動させるのみならず，その使用する生

ものとなり，スミフ、の® め?ji：物拡ネによるIS1■も経済形成の偶想は著しく現史性を失わねぱならないJ (野村義リ3前揭論 

文 rW山経济論集J 10の 1 . 2 せ 118貝） といった論点の展安参照せよ。 また多少與なった論☆からではあるが； rス 

ミスがー‘rslの全経済どにおける産衆的佚ぼを，策一*に農業，次は:OTi而して商業といった順ぼに樹A せんとして企て 

たぽ济理論は，極めて論?I!的な確刘生を欠くものの如くであった」 （久保m明光前揭書327H )。

注 (10) The Wealth of Nations, (the Modern Library), p. 3 5 5 .前掲邦 ,K 筋 2 分冊 416 其，.
( 1 1 ) ん，i>, 3 4 5 .同 I-.第2 分 |||f397；C
(12) Ibid., p. 3 4 4 . 2  分 lllf 396 J L

アダム‘ スミスにおける農業‘ 土地問题

途く的労働の;a に比して，年々の生産物により多くの価値を附加するということは，また，スミスに

おいては , 地代発生の根拠とされたところであった。「農業に使用される労働者および役畜は，製

遣業の職人のごとくかれら自身が消費したものに等しい価値，換言すれぱ，かれらを®用する資本

およびその所有者に対する利潤の仙1値を *̂]：生産するのみならず，それよりはるかに大きい価値を

生産するのである。すなわちこれらのものは，農業者の資本およびそのすぺての利潤以上に，なお 
■ (13)

地主の地代を規則正しく再生産する。j この根抛となっている，スミスの， 「農業においては自然も

人問とともに労働するJ という叙述については，すでにリカアドォ（D. Ricardo) の批判がその論点 
(14) "

の核'Ci、をついている。 しかしいずれにせよ，農業への資本投下が土地所有を前提とするかぎり，坐

産条件としての士地の性質に帰因してそこに生産された超過利潤は地代に転化するものと考えざる

をえない。すなわち， そこに農業者の見いだすものは . 「普通利潤」 （ordinary profit) にすぎないと

いうことになり， このかぎりにおいては，これが農業への資本投下の格別な誘因とはなり’えないと

I 、わなければならない。む L ろ，土地への資本投下がつねに地代の支払いを前提とせざるをえない

という，地代関係の存在こそが , 農業への資本投下め阻害要因とさるべきものであったのである。

また，スミスが，農業に使用される資本ははるかにより多くの価値を生産するが故に，*■資本の
(15)

あらゆる用途のなかで , これこそ社会にとってもっとも有利なものであるJ というとき，もちろん

ここでは利潤の大きさについていわれているめではないけれども,地代部分をも含めてより大きな

価値が生産されるが故に「有利であるJ となす地主擁護論に対しては，スミスのこの筒所に対する
(16)

ビュ力ナソ (D. Buchanan)の評註をあげれば足りるであろう。

しかしスミスの意図は，農業なるものは，.たとえ利潤が等しいか，もるいはほぽ等しい場合であ

っても，製造業や商業に先んじて，資本が投下さるべきものでちるとなすにあったようである。こ

の点に関してスミスは第3 編 第 1 まにおいて，農業に投下された資本の安全性,農場主としての独立
(17)

性，また田園生活自体のうちに見いだされる数々の美点をあげているが，なによりも，生活資料の，

— 6 (552)

注(13) Ibid., p. 3 4 4 .同上第2 分(11} 396-397頁。なお策1編第11章第1節 「その位のし、かんを間わず，たいていの土地 

は，食物をホ場にもたらすに必要な一切の労I勤を，いやしくも労働を雄持する方法としてはもっとも俊遇的な程度にお 

いて雜持する以上に，多の炎物を生産する。そのうえその剰をは，この労I勤を使用したその資財を，利潤とともに回 

収してなお余りあるものである。，故に，地主に対する地代となってなにほど力、は必ず残るのである。J けbid., W . 146- 
147.同上第 2 分jlUi2；pl：。

(14) David Ricardo； On the Principles of Political Economy and Tamlion, 1817； 3rd e d .1821. The Wofhi and 
Correspondence o f David Ricardo, ed. by Piero Sraffa, with the collaboration of M.H. Dobb, Vol. I, 1953, p. 76.

(15、 The Wealth o f Nations, (the Modern Library,) p. 345 .前掲邦訳第  2 分服 397 貝‘。

(16) rスミ ス博士は，地代の産が社会にとって力、くも大なる利益をなすものであることを評論するに当り，地代が高 

価格の紹果であって，地主がかくして利益をうるところは社会全体の損失となるところでもることを反省して'̂ 、ない。 

社会にとゥて地代の7?生産による絶対的利得なるものはな、。一階級は他の® 級の損失におし、て利益するにすぎないの 

である，(The Wealth of Nations, with notes and an additional volume by David Buchanan, 1814, v o l .n , p. 55.) 
また Ricardo; op, cit., Vol. I, p. 77. •

り7) r 土地にその資本を禾lilTJすれば，かれはよりよくそれを乾说したり支配したりすることができ，かれの財産を災難に 

さらす恐れもよりすくない。J •■農地の改良に画足される地ミl iの資本は，人事の他質上-許される最大限族において安全な

■ — マ {_353) ——
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使益品や奢# 品に対する先行性こそが， もっともm 视さるべき☆でなければならないというのであ

る。「生活資料は， 事物の性質上， 使益品や奢侈品に先立つものであるから，前者を調達する産業

は，必然に，後者に：奉仕する産業に先立たざるをえない。それゆえに，生活資料を提供するところ

のra舍の耕作や改良は , 必然に，便益や奢侈^の手段しか提供しない都会の拡大に先立たざるをえな

いのである。J r都会はすくなくともそれが位置する全値域が完全に耕作され，改良されるようにな

るまでは， どのようなところにおいても，その領域の改良や耕作によって維持される，以上には拡大
(18)

されなかったであろうd それが自然的向というべきものであると，スミスはみているのである。

それにもかかわらず，現実においては，藤業への資本投下は充分になされているとはいいがたい。I ■ .
もしも農業があらゆる事業のなかで「もとも有利である J とするならぱ，個人の資本は「全社会

にとってもっ とも有利なように」使われなけれぱならない。 しかし， とスミネはいうのである。

r ヨーロッパのいかなる地方をとってみても，農業の利潤が他の事業の利潤にまさっていると•ころ 
(19) ’

はないようだ。J いきおい，農業への資本投下は，まずそこにむけられなければならないにもかか

わらず，阻ぎされざるを£ ない。その結果は，「ヨーロッバのあらゆる大国やはなお良好な土地が

未耕のままであり，また開塾されている土地の大部分についても，.けっしてそのなしうべき最高の

改良がなきれているとはいえない。それゆえに，農業には，ほとんどいかなる場所においても，今ま

でかつて投ぜられた以上になお多くの資本を吸収する余地があるのである。J そして，このような

事情はイングラソドの現状においてはどうであろう力、„ スミスは，第 3 編第 4 章において,つぎの

ような指摘をおこなっているのである。「エリザベス治世のはじめ以来イングランドの立法府は商

業や製造業の利益に格別の注意を払った。 … …田舎の耕作および改良'も疑いもなく漸次に進歩をつ

づけてきてはいるが，商業や製造業の一層急速な進ゴよそにくらべれば，緩慢 f c しかも相当の距離を保

ちながら，そのあとを追っているにすぎないように思われる。旧舎の大部分はおそらくュリザベス

治世以前から耕作されていたにちがいないが，今日に至っても未耕の部分が多く，それよりはるか
(21)

に大きな既耕の部分も，当然予期せられるようには耕作されていないありさまであ，る。J 
すなわち，農業に投下された資本は，地代部分を支払いうるはどに多くの価値をつけ加えるとい 

う点で，それは社会的に「有利J であるとされる。. しかし同一量の資本に対しては，理論的には， 

同—量の利潤が帰属する害である。 したがって， 自出な経済活動がおこなわれるとするならば， 自

，ものと忠われる。J (T/ie Wealth of Nations, (the Modern Library,) p. 358.，前揭邦訳第2分冊422貝)。「肖分の土地 

を耕作し, しかも|;1分の家族の労使!によって必要な化活資料を獲る典場主というものは，真に一個の主人でちって，い 

カ'、なる俳界に対しても独立でホ_̂る*_1 r工匠は城客の使用人である。」m i ,  p. 3 5 9 .同上敏2 分1111424-425頁〉。『|；11園の 

类しさ，それが保諷してくれる心の平糧さ， 1JI園生筋が現夾fcホ)たえてくれる13:11独立J (ibid., p. 358. m h W .2  
分1(1)422 更)。

注(1の P. 357‘同上第 2 分!I1M21, 422H。

(19) /Wrf., P. 355.同上第 2 分 IIIM16H。

(20) / ム‘ん，P. 355.同上第 2 分服417：]3：。
(21) /Wrf., P, 393.同上祐 2 分IIIM94-495 頁。
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然的秩序のもとで，まず農業の耕作および改良:に資本は投下されなけれぱならない。そしてそれこ 

そが，市民社会形成 . 発展の論理たる「事物自然り進路J であったのである。 しかしながら，農業 

の利潤は他の事業の利潤に到底及ばないのが現状である。それは農業の儀牲のうえに，商養の保護 

を厚くした政策に山来するところである。これがスミスのマアカンティリズム批判の一論拠をなす 

ものであった。そこで , 「事物自然の進路J ，市民社会の形成のためには，まず農業への r資本丄の 

投下，すなわち，そこに利潤範« の成立がみられるよう .な，農耕の改良が推進されなければならな 

い。これがスミスの当面した梟業問題であったのである。

3 . 農 耕 の 改 良 ‘

A . イングランドとスコットランド

スミスは農耕の改良というとき，それをどのようにとらえていたのでもろう力、。差 当 っ て 「国富

論」第 1 編第11章第 3 節には , つぎのようにのべられている。「人問の勤勉によっX  土地のうえに

生産せざるをえないあらゆる生産物の価格が，完全な改良と耕作の費用を償うほどの高さに達して

しまうまでは，いかなる国の土地も，完全に耕作されることも，改良されることもできない，とい
(22)

うことはあきらかである。J すなわち，土地の耕作および改曳のためには，生産物価格の上昇がそ 

の前提となるが，その上昇は，第一に，そこに使用された労働力に对して，普通に支払われている 

と同様の賞銀が支払われ，またその資本を普通の利潤を伴って償却するに充分なものでなければな 

らない。そして第二に，それら個々の生産物の価格が，良好な穀殺;畑の地代を支払うに足るもので
(23)

なければならない。も*0とも，このような改良や耕作の拡大は，必然的に，各種の植物性食料の価 

格を引き下げ，各種の動物性食料の価格を，穀物価格に比すれば，なにはどか上昇させることにな
(24)

るであろう。土地の ;1 ：度が高まる結果，植物性食料が豊富となるからである。

ますこ, 改良の具体的な内容について , スミスは，商業と航海の大発展によってヨーロッバにもた 

らされた馬鈴響，玉蜀泰などの栽培が，植物性食料を，•■よりずくない土地とより多からざさ労働 

によってJ 廉価に供給されるようにしたことを，もげているが，なかでも注目すべきであると思わ 

れるのは，「摄業が粗放におこなわれていた状態においては，菜 園 だ け で わ ず か に (spade) を以て

ホプ
耕し, 生産されていた多くの植物性食料，たとえば熊寄，人 -参，キャベツ等が，農業の改]•えされた

注(22) P. 2 2 7 .同上第2 分111}176頁，また •■特定め生産物の価格のこのような上昇は， fcきらかに,その生産に用い

らるべき土地の改虫と耕作に先行しなけれぱならない。利得こそすぺての改のロ的であって，その必然的湖ほとして 

を生ずるような改は改良の名に値しない。J
(23) r何故ならぱ他の耕地の大部分の地代をHi定するものは穀産地の地代であるからでもる。J (ibid., p. 2 2 8 .同上tff2分 

冊176H )。また「小-茨その他何力もろうと，人問の普通の植物性食料を生産する士地の地代および利潤がそれをルホiす 

る •に適した士地における放牧地の地代および利潤を規定する。J pp. 150-151.同上第2 分lilf20 貝)。

(24) P. 241. 同上馆 2 分|li}203H。
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(25)
状態のもとでは，普通畑で，かつ 傘 （plough)を以て朝^し，生産されるにいたるJ という点である。

いうまでもなく，ここにのべられていることは，放牧地の耕地化，傘耕をともなう燕赞その他の深

根作物の襟入と飼料作物の栽培，それにともなう家畜飼育‘の染約化というかたちで示されるところ

のものであf I L そしてこの点はさらに，同節においてのべられているイシグランドとスコットラン
(27)

ドとの農法および農耕の比較において，確認されるところであろう。すなわち日く，「十分に耕作 

さたれ土地の面積は，かならず，その農場で生産される肥料め量に比例するにちがいないし，また 

この肥料の量はそこで飼養 .される家畜の数に比例するにちがいない。」けだし施肥は家畜の放養， 

または舍飼による政肥の生産によってなされるからである。 しかし家畜を放牧することのできる 

のは，家畜の価格が制 地̂の地代と利潤とを支払うに足るものでなければならないし，然らざる場合 

には，農業者は家畜を放牧する余裕はないし，いわんや家畜を舍飼する杂裕などはもちろんない。 

家畜を畜舍で飼養しうるのは，改良され耕作された土地の生産物をもって，すなわち牧草その他飼 

料の栽培をまって , はじめてなしうることでるからでる。すなわち，家畜の価格が，改良され 

かつ耕作されている土地の生産物に対する支払をなすに十分な糧でないならば , その価格では,そ 

れを渠めるのに多くの追加的な労働を要し，さらに畜舍まで運搬されねばならない場合には，なお 

さら，このような支仏いをなすに十分であるとはいえないのでちる。 したがって， このような場合 

には，耕作に必要な家畜以外のものを舍飼して利潤をあげることは到底できない。 しかも，.そのよ 

うな家畜の飼育では，耕作しうる土地の全部を，たえず良好な状態に維持するに足るだけの十分な 

肥料を供給することはできないので，当然， もっとも有利に利用しうる耕地， もっとも豊饒な耕地 , 
またもっとも便利な朝 地̂にのみそれが補給され，残余の大部分は荒觸地のまま放置されるか，きわ 

めて貧弱な牧草しかない放牧地とされるほかはないであろう。そして，これらの荒燕地の一部分は , 
このような状態で6 ,  7 年も放置され , . しかる後に傘起されるが，粗悪な燕麦やその他粗悪な穀物 

が 1 , 2 回収獲されたあとは，地力が全く枯渴して，また休閑地となり，放牧に用いられるという 

ようなことになる。 「かくのごときが合邦以前のスコットランド低地^般の普通の経営方法であゥ 

たのである。 したがって絶えず十分に施肥され，かつ良好な状爐に維持されている土地は全農場の

法(25) P. 2 42 .同上策 2 分冊 203-204 貝，

( 2 6 ) 放牧地の集約的な利川について，「大都会の附近においては，平乳および馬ffiに対する需嬰は，旧肉の高価なるとと 

と扣俠って，牧草の価値をしぱしぱ賊物のそれに対するいわゆる自然的比例以上に引き上げる。J f もしもその肺格の高 

さがこれを愤ってあまりある時には，更に多くの穀物畑が放牧地に変y iされるであろうしまたもしその価格の高さが 

これを債わないならば，いままで放牧地であったものの一部分は敷物畑にひきもどされるであろう。」(ibid., p. 149 .同
• 上?T5 2 分111}18.17京)。また rすことえぱ家畜のfilli格が非常に上界して，その飼料を生産するために士地を耕作すること 

が人問の食物を生する場仓と同核有利になると，もうそれ以上高くなるわけには、力、ない。もしそういうことにな 

れぱ，- 蹈多くの敷物畑がちに放牧地にふりむけられるであろうから。J そしてIg肉の需要が片)加すれぱ，リg 肉の価 

格したがってまた家畜の伽格は，漸次に上好して，ついに家^̂?飼料を生ざ1?するために，もっとも豊饒にしてもっともよ 

く糾作された土地を使川すること力;，穀物を生座するに使川するのにあらず，イす利になるにち力れ、ない。J (ibid.. p. 220. 
同上第2 分(111161貝)。

(27) Ui'ふ，pp. 221-222.同 上 分 ⑩ 162-164 頁。
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3 分 の 1 または 4 分 の 1 を超えたことは稀であり，時としては 5 分 の 1 または6 分 の 1 にも達しな

かっ た。残りの部分は全く施肥されたことがなかっ たが，それにもかかわらず，順次に規則的に耕

作され，そして地力を枯渴していったのである。J
スミスの時代は，すでにノーフォーク（N o rfo lk )を起点とする輪栽式農法普及のための努力が ,

各地のクラプ組織による新農法の啓蒙や，地主の実験的な試みなどを通じて，推進されつつあると 

, (28) 
きであった。1731年タル （Jethro T u U )の 「馬耕法 j (Horse-hoeing liusbaijdry) に関する著書の刊行は

その技術的基礎をあたえるものであった。それは 1 7 5 0年デュアメル，デ ュ ，モンツー（Duhameldu
Monceau)によってプランスに紹介され，タルの新農法にもとづいておこなわれた卖験と省察の詳細

(29)
な報告が年々刊行されることになる。そしてこれらの実験報告は1759年ジョン，ミルズ(John Mills)

(30)
によって翻訳され，さらにイギリスに紹介されることとなるのである。ジョン，ミルズの翻訳の意

因は，単なる理論よりも事实と実験が極めて重要であるというべき農業において，デュアメルとそ

の通信員の提供した，「真に国をおもい，農業の重要性について多少なりと関心をもつ人々に，待
(31)

望の数多くの事例J を紹介しようというにあった。かれは，デュアメルのま験報告のはじめの3 卷

を読んだフランシス . ヒューム （Francis Home) の T h e  P r im i^ le s  o f  A gricu ltm 'e  and  Vegetation,
1 7 5 7 から，つぎのような筒所を引用している。 これらの実験は，為しうる限り，明瞭であり，正

確であり，かつ包括的である。農業がかほどまで奨励されている大プリチンにとって，農業の真価
’ (32)

を調査測定するに，それを他■の人にまかせておくとはなんという不面目なことであろう力、。」 そ

してミルズは「故タゥンゼンド卿（Lord Townshend) は農業を自分の注意をかたむけるに充分値する

ものと考え，現に泥灰土の利用や，今日ノーフォーク州でおこなわれている農法を紹介した。この

農法の，かくも価値多き改良は，今日にい :̂こるまで，かれに負うところきわめて大なるものがある。

…… しかしながら，不幸にも，その地位はどうあろうとこれらの個々人の偏見のない試みが，たと

注(28) Jethro Tull； Specimen o f a Work on Horse-hoeing Husbandry, London, 1731. New Horse-hoeing Htisbandry; or, 
an Eskty m  the Pri7tciples of Tillage and Vegetation, wherein is shoum a Method of introducing a sort o f Vine
yard Culture into the Corn Field in  orde}' to inorease their Product, and dim inish the common Expence by the nse 
of Instruments, described in  Cuts, London, 1733.

(29) Duhamel du Monceau; TratU de la Culture des Terres, sidvant Us Prmcipes de M. Tull, anghis, Paris, 1750. 
Tome II, Ex'p6riences et Re/lexmis relatives au TraiU a la Culture des Terres, 1751-1752. Nouvelle edition, cor- 
rigee et augmentee. Tome 1 et Tome I I ,1753, Tome III, 1754, Tome I V ,1755, Tome V , 1757, et Tome V I ,1761.

(30) A  Practical Treatise o f Hxishandry; Wlm^dn are contained, many Useful and Valnable Experiments and Obser- 
mtio7is in  the New Husbandry^ Collected during a Series of Years, by the Celebrated M, Duhamel du Mo7t€eau,
 also, the most app7*oved Practice o f the best English FamierSt in  the Old Method of Husbandry, London, 1759,
オiの原箸各巻に年次報告のかたちでのせられている炎験报告が，この離訳では農場別に整® されている。したがってこ 

れは，もちろん，デュアメルの原著の完全な鎌訳ではない。原著第2巻に含まれているシナの稲作にする報告(Duhamd. 
Tome II, p p .180f f . )などは当然省かれている。 '

(附註） デュアメルの箸|!キはなお右のほかたとえぱ d’ctgHcuUtire, i  tomes, Paris, 1760が The Elements of 
Agricidture, Trans, by Phillip Miller, 2 vols, London, 1 7 6 4 .として，英訳刊行されている。

(31) John Mills; A Practical Treatise o f Husbandry, p. v. ’
(32) Ibid., p. vi‘
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え成功したとしても，それは亦常に限られていて， しばしぱ1 州，せいぜい 2 州の範目に止まって 

いる。というのは一般の農民は自分自身の仕事を改めるということに関しては，誰よりも好奇心を 

よせることすくなく，つねにお人の方法を頭強に固孰する，そして—— 認めざるをえないことだが 

— - 実験がうまくいったとしても，自分の小財産を危臉にさらすようなことは，おそらく思慮分別
(33)

にかなうことではないでろうからである J とのべるのでもる。

スミスがグラ；< ゴー大学の教授であった当時（1751-1763) ,同大学の図書館に所蔵されていたデュ
(34)

アメル，デュ . モンソーの著書は11種を数えたということである。これらの著書は主として，スミス

の灰人でもり同僚であったウィリアム，.カ レ ン （William Culloh) の手によっ て宽集されたもので

ったということである力' ; , またスミスか;同図書館の出納官（Queester)であった問（I^S-IW O )に，こ

の図書館のために発注した図書のミちに，デュアメルのTrait6 de la Culture des Terres, 5 tomes,
; ■ (35) —

1 7 5 3 -1 7 5 7が含まれていること力;，記録にのこされている。スミスの「国富論J草稿の発見者スコッ

ト （Wiiliam Robert S c o t t )は，草稿のなかの「フランスの穀物ぱ甚だ良質であり,それが栽培され

る地方においては，すくなくとも普通の気候でもれぱ，イングランのそれよりも安価でもるJ とい
(36) し .

う叙述について， これはおそらくデュアメルの農書からの引用であろうと註記しまた， 1754年も
(37)

るいは5 5 年に書かれたケームズ卿へンリ • ヒューム（Henry Home, Lord Karnes) の力レン宛の手紙 

の一 節̂， 「その後とくにあなたの農業研究はどのように進んでいますか。 この学問では事実が尊重 

されねぱなりま.せん。あなたの友人，’すくなくとも文通の友であるデュアメルは愚直者です,」 と
(38)

いう® 所を引用している。

スミスは，友人であり隣人であるジエームズ . オ ズ ワ ル ト (James O sw a ld )を通じてヘンリー，

ヒュームを知り，1748年かれの戟旋で，エディンバラにおいて公開講義をおこなうことになる。ス
(39)

ミスはへンリ 一 • ヒュームに対しては後 .々 まで深い尊敬の念を失うことはなかったの ,である。

スコットランド文学界においてすでに- - 定の地歩を占め，またュディンバラ法曹界の指導者の一 

人でもあったヘンリ一 . ヒュームは, スコットラ ン ド農業においても，文学におけると同様の地位を

法(33〉 Ibid., p. viii.
(34) William Robert Scott； Adam Smith as Stiident and 'Professor, 1937, p. 330.但し ibid., p. 179. にのせられてい 

るリストに従えば，デュアメルの著® は10前(18巻)が掲げられているに止まる。

( 3 5 ) 上述の如く，デュアメルのTVm'fもTome V I はスミ乂の出納宜な在:中は刊行されていなかった，

(36) Scott；ひルcit., p. 3 3 0 .類似の叙述はり蜀赏論J 第 1 編?r n 章 （P. 6 .前掲邦訳第1 分冊 103-104 H ) にもみられるこ 

と，周知のところでもる。

(37) Hom eは—— さきのFrjuicis Homeの場合も同様に一スコットランドの人名としては,ヒュームと発きされたよう 

である。なお John Rae; I/ife of Adam Smith, 1895. p. 3 1 ,note'参照。また T'Fe6sier*s New Internatioml Dictio
nary, 2. ed. A Pronouncing Biographical Dictionary, p. 3160.

(38) T‘ Thomson； lAfe of William Cullen, 1859. vo l.ii. p. 85. Scott； dp. cit., p‘ ‘330.
(39) J. Rae； op. cit., p. 3 1 .【当iホスコットラソドに光をもたらしていた大作家グル-*プにおいて')t めそやされたスミス

は, つぎのように答えたということである，「いやわれわれの誰もがケームズをもってわ力御と認めるにちがい’ありませ

んJ (ん F. Tytler； Henry Home of Krnieも 1807, vo l.i, p. 218.) ,
12(558)
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占めており，スコットランドにおいて農業改本をおこなった最初の人であった。力、れは多年バデゥ 

ィックシヤー（Banvickshire) 'のかれの領地において農場経営 J■こ従事 .したのち，スタ - - リング(Stirling》 
に程近いプレア，ドラモンド（Blair Drum m ond)にうつり，そとで各種の幅広い改:を試みるのであ 

る。そしてスミスの「10富論」刊行と同年の1776年 The Gentleman Farmer, being an Attempt to 
im/prom Agriculture, by svhjecling i t  to the test of Rational PHnciples を著わす。この書において 

かれは，農場の規模の基準として，一'̂ 3̂ の掌に対して充分なTfll積として70エーカー前後乃至100エ 

一力一前後といった数字をもげているが，それは士壤の軽重，肥料運搬の遠近，とくに作付方法， 

すなわち牧草地と® 地との比率に左右されるとするのであ;^)。そしてスコットランドの，土壤その 

他特殊な条件に'0 いての考察をもとに，ノーフォーク輪作に対して，スコットランドの土地諸条件 

に適した，多極多様の輪作を提唱するのである。ケームズ卿ヘンリー，ヒュームはい(4̂ 。「これま 

で農業に関する著作は, ほとんど例外なしに，書物にたよった研究からその指導原理を^述してい 

て，経験にそれをもとめるようなことはしていなかった。J 「わたくしは, 誓って，一事項たりとも 

わたくしが多年に1 ：って実行'し成功したものの外は，記述していない。この書物に書かれて.いる知 

識は再三再四繰返された実験と忠実な観察にもとづいたものである。J 「スコットランドにおいては, 
現在はど農耕における好教訓に対して時宜を得た時はない。人口が増加し穀物はその住民に対し 

十分であるとはいえない。しかも荒燕地は夥しい。いくらかでもの熟練に加えて多少の動勉は,' こ 

れらを肥沃ならしめることであろう。J
イングランドの「農業革命J は，ジャコバイト（Jacobite)の乱を経て政治的安定をみた18|!1:紀後 

半にはいって，ようやくスコットラン.ドに本格的に導入され， しかも急速に波及しつつあったので 

る。 . . ‘

B. 国内市填の拡大

スミスのいわゆる「事物 g 然の進路J が市民社会形成の論理として® 解されるとしたならば，そ 

の進路に反して農業への資本投下が十分になされてはいないという现庚から，当然に，農耕の改良 

が問題とされなければなをないが，その改良および耕作の重点が，農業への資本の染約的投下によ 

る，範赠としての利潤の形成におかれ，そしてこれらの改良および耕作が特定の生産物の価格の上 

界を前提とするということは，また当然に， それが国内ホ場の問題であることを意味するものには 

かならない。資本の土地への増投，士地の約的な利用によってなされる農耕の改丧は， また廣耕 

のためのより大きな資本の準備を必要とするであろうし，またそれにともなっての農業生産力の上

科, 個別的な価格51き下げをめぐっての，経営 f f i S 問の競争は，小商品也産者の形成，そしてそれ

注(40) Henry Home, Lord Karnes; The Gentleynan Farmer̂  4th cd. Edinburgh, 1798. pp, 291■-292'
(41) Ibid*, pp. 145-157.
(42) Ibid., pp. viii, ix, x-xi.
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えば， シナの国内市場は，その大きさの点において劣ることはないように思われるとはいえ， シナ
(45)

では商業ことに「外圍贸易をあまり尊重しない。」工匠の状態が農耕者のそれにおとるということ

は，製造業のための国内市場が十分に開秘されないという点に関係することなのである。.一*方，ホ

代エジプトやインドでは，灌概施設その他農業の利益について特別の注意が払われてい た と は いえ

rエジプト人もイソ ド人もかれらの剰余生産物の輸出については， そのはとんど全部を， 他国民の

海運に依存するほかなかった。そしてこの依存性が市場を制限し，当然にこの剰余生産物の増加を

胆止したにちがいない。それは粗生生産物よりはとくに製造品の増加を阻止したに相違な (r)、。」ュ

ジプトやインドの国内市場はシナのそれにくらベてはるかに局限されていたのである。

スミスは第 1 編第 8 章において， 「労働に対する需要，すなわちかれらを維持するために充当さ

れる基全が，履用しうる労働者よりも一層すみやかに増加するJ か否かによって，社会の三つの類

型を区別して，発展しつつある国，停滞的な国，衰微しつつある国とし，「ながい間停滞的であっ

たようにみえる」力'、r退歩しているとは思われないJ 国としてシナを，また•■労働の維持に充ぜせ

られる基金が著しく減衰しつつある国J としてイソ ドをあげて ^^6。ここでは， r各国の収入およ

び資財 (sto ck )の増加 , J したがって資本蓄積の条件が間題なのであるか:，当然に，農業と製造業と

の相互開係, したがって，当面，シナおよびインドの間にみられる国内市場の形成と展開における

諸条件が，これらの国の「停滞J や 「衰微」をいう場合に，関連して考察さるべき点として，提起

されていたのである。スミスは，これらの国の農耕の形態については，たとえば第 1 編第11享第 1
節において，都作に関して，水田における生産力に注目し，そ の 「より多い剰金のより大きい部分 

' _  (48)
か地主に掃属するJ といった記述のほかにはとくに触れるところはないけれども，これらの国にお 

いては，農業の保護にもかかわらず，その剰余生産物は地代として徴収され，資本の形成.発展に 

役立てられることはなかったのでちり， したがって小商品生産者としての農民の順当な成長も胆害 

されざるを免なかったのである。農業の保護は，まさに，このようなかたちでの剰余生産物の吸収 

と，国内市場の狭腿化から農業を護る手段であったのである。

国内市場の拡大が社会的分業の進度に照jfT、するかぎり，「都会の住民と田舎の住民とはおたがい 

に相互の使用人である。丄しかし , 「都会の生活資料となるものは，田舎のiij余を産物，すなわち耕 

作者の生活維持以上のものを措いてはないのであるから，都会はとの剰余也産物の增加を俟っては 

じめて発達するのである。」ここにあげられた剩杂生産物なる概念をめぐっては，さきにもその一 

端にふれたごとく，なお多くの論点が展開されるであろう力S スミスは，産業発速の過程，いわば

注(45) Ibid., p. 64も同上第3 分{11}490貝《 X ミスはここでぺキンcOtBliがロシア公使ド 1̂» •ランジュ氏(Mr. de Lange)に 

むかって商業に関していつもいゥでいた言集としてri?i-国のこじきじみた商粟J というま-現を引/ IJしている。

(46) /frirf., pp. 645, 646.同上祐3分照493, 494H。

( 4 7 ) 1 bid., pp. 69-74.同上第1分冊 229-239 直。

W8) /Wも ！>.159.肩上第2分|li}39直。

W9) i m "  pp. 358, 357.同上第2分||1}423, 421貝。
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を起点とする農民層の分解をおしすすめずにはおかない。スミスは，第 1 編第11章第 3 節において， 

膨に対する需要が増加しそれを肥育"するために飼料の生産が必要とされるにいたった結果，腺の 

価-格が上界したことに閲して，つぎのようにのベている。「大プリチンにおいて腺の価格も家禽の 

倘格も非常に上昇したのは，小屋住み百姓（cottagers)やその他の小土地占有者の数が減ったためで 

あるとしばしばされている。これはヨーロッバのあらゆる地方で‘め，改丄ケおよびより曳き耕作の[it 
接の先駆をなしたま件です! „ j すなわち，零細な農民にとっては改丧およびよりよき制^作のすこめ 

の資本投下は困難であったのであり，それによって，零細な農民の排除，その賞労働者への転落と， 

他方， 新農法の担い手としての小商品ぇ者たる農民 , • すなわち農業者（fa n ite r s )の形成と展開か， 

農耕の改良のためには必要で力) っナこのである。農耕の改良，新農法の展開は，まず農産物に対する 

需要の増大，市，の拡張によってともなわれなければならなかったし,それはなによりも市場のた 

めの農業として，確立されねばならないものでもったのでもる。

いうまでもなく，国内市場の})ム大は，社会的分業の鸦度に対応する。スミスの分業論は， まずマ 

C iュ ファクチュア内 の 分 業 （スミスのいわゆる r些細な製造業J 《trifling m an u factu re)における分業）と 

して論 じ ら れ な が ら ， まは， 社会的分業（スミスのいわゆる「大きな製造業J Cgreat m anufacture])に 

おける分業) がそこでの論点であったことは， すでに一般に指摘され， また承認されているところ 

である。スミスは，そのうえで，まず第 1 編 第 3 章で，分業の発展は国内市場の脑囲によって制限 

されることを論じ， さらに第4 編第 9 章:において r製造工業の完成はまったく分業に依存する。

そしてなんらかの製造業に分業が導入されうる程度は，市場の広さによって必然的に規定され 

るJ とのべて，さきに論じたところを再確認するのでちる。そして農業と製造業が関係する市場の 

大きさについて，概していえぱ r製造業の方が土地の粗生生産物のもっとも重要な部分よりも，は 

るかに広机な市場を必要とするJ 力' ; , 「農業は，市場が狭腿でその発達がさまたげられている状態
(44)

のもとでも，製遣業よりははるかにより多く自立しうるものである」 と説いている。この点は，「事 

物自然の進路J における農業から製造業へという自然的発展の序列に一つの論拠を提供するもので 

ぁろぅ。

因みに， スミスが， シナ，インド，古代エジプト等における農業保護政策をとりあげて，それを 

論評するとき，それは， これらの国々における農業保護政策が局限された国内市場に由来するもの 

でおることをV、わんとするにちったのである。もっともこれらの国々における農業の位瞪づけの問 

には多少の相違がないわけではない。 シナにおいては，農耕者の状態は工匠のそれにまさっていて， 

‘それはヨ一口ッバの多くの部分Vこおいて工匠の状態の方が農耕者‘のそれにまさっていホのと，逆で 

ある。製造業の発速のためには農業の発速よりはより一層広大なTl)場を必要とするという点からい

i•主(43) The Wealth of Nations, (the Modern Library,) p, 226 .前揭般iKポ 2 分 1111172 頁。 

(44) Ibid., pp. 645. 647.同上ポ 3 分IIIM91, 494. 495 JL .
14(56Y))
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近代資本主義の形成，発達の過程を，農業における生産力の発展を起動力とする，都市と農村，製 

造業と農業との間の分業ニ社会的分業の進展，国内市場の形成と拡大の過程として，まずとらえた 

とみることができる。それがいわゆる「事物自然の進路」であったのである。

スミスのこのような過程の理解については，その所説に関してつぎの二つのことが， とくに窗意 

さるぺきであろう。

その第一は，このような発展の， したがってホ民社会形成の，中核としての，小商品生産者，と

くに独立自営の農民層の意義についてでもる。

スミスの体系が市民社会をすぐれて生産力体系としてとらえようとするにもったことはすでに一

般に指摘されみとめられているととろであって，その基本原理と .してかかげられているものは，さ

きにのべたような「分業」の原理であった。そしてスミスにしたがえば，みれを推進し展開させろ

動力となるものは利己心，ま愛心である。そしてそれが社会的に積極的な機能をはたすためには，

それが社会全体の物質的富の増加に導くという根拠にもとづかねぱならない。その契機たるべきも

の は 「道徳情す桌論J {The Theory o f  Moral Sentiments, London, 1 7 5 9 )における *■同感j  (sym pathy)の原

速であった。すなわち，各々利己心•自愛心につらぬかれた個人個人が相互に相手方を容認すると

いう同感の原理によっ，て媒介されることによって，利己心はまさに社会的な意味を果しうるものと

される。そしてこのような利己心の担い手としてスミスの眼にうつったものは，独占的利己心の実

現者たる旧特権階層に対抗する，「中層ならびに下層 !^級」たる，中小生産者層， とく r 自由な士地

所有と結びついた独立自営の農民層であったのでちる。スミス力' ; , 市民社会の中核として，このよ

うな階層によせる意義と展望は，つぎのような発g にその一端をうかがいうるところであろう。「商

業や製造業によってある国が得た資本は，そのある部分が土地の耕作と改良という开タで安定し現実

化するまやは，はなはだ不安定，不確美な所有物である。商人は:^ょんら特定国の市民ではないとい

うのは，きわめて至当ないい方であった。一…農業のより堅実な改良から生ずる富は（商業から生ず
(50)

るそれよりも）はるかに永続的なものである。J
第二は，第一の点と関速するところでホ) るが，製造業における二つの系譜の区別である。

一 (51)
ス ミ ス は r外®贸易のす孫 J (offspring of foreign com m erce)たる製造業と，「農業の子孫」 （oll^spring

(52)
of a g r ic u ltu r e )たる製造業とを区別し，前者を，特定の商人または企業家の資財の「いわぱ暴力的 

な洒動J によって移入されたものであり，後者を，農業にむけられた資本の繁栄のなかから，「自然 

に，いわば自力によってJ 成長したものであるとしている。前者は少数の個人の針画や目論見にも 

とづいて導入されるのが- - 般でもり，その原料は輸入によることが多く，たとえそれがその地方の 

耕作や改 Iえを刺軟することがあったとしても，農業と製造業とが相互に国内市場を拡大し，国富の

注(50) /6{rf., pp. 395-396.同上第 2 分|I1M99t500K。 .
(51) Ibid., p. 381.同上第 2 分III} 469 頁。
(52) / がふ，P. 3 8 3 ,同上ポ2 分|»け7 3爽。
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増進に資するようになるには，一般に，このような製造業の「後塵を押:する，J r農業の子孫J たる 

製造業をまたなければならなかったのである。この，いわぱ第二類の製造業は，「土地の豊饒J を 

基礎として，. 農村のなかから，またはその周辺から，自然に，自力で成長してきたものである。「か 

れらはその土地の生産する製造品の原料に加工しかれらの完製品をもって，いなそれと同じこと 

であるが，その価格をもって， より多くの原料や★料品と交換する。」「耕作者はその剰余ノ主産物に 

対してよりよい伽格がえられ， しかも自分たちの欲する他の便益品をより安価に雕買することがで 

きることになる。J それは粗雑な家内工業が漸次に改良され，成長しきたったものである力' ; , この 

ような製造業の進歩が土地に反作用して，更にその豊度を増すということになるのである。スミス 

はこのような製造業として， リ ー ズ （L e e d s ) ,ハリファツクス (H a li fa x ) ,シェフィールド（Sheffield), 
バーミンガ ム （Birmingrham), ウルヴァハムプ ト ン （Wolverhampton)などの製造業をあげている。こ 

のような製造業に，産業せ命の推進者をみいだしたのであるといっていいであろう。

しかしながら， このような製造業は農業の改良とよりよき耕作を俟ってはじめて起りえたもので 

あるとはいえ，農業の改良とよりよき耕作は，商寒およびそれによって導入された製造業の「最後
(53) ■

にして最大の成果J たることを，スミスは確認する。「事物自然の進路」が，それに反した政策や 

過程のなかから， 自然に貫かれるにいたるとする観点が , スミスにはあるのである。

C. .利潤餘晴の成立

農朝 の̂改良は資本の土地への集約的な投下によってともなわれなけれぱならないと同時に，それ 

は土地の占有および所有？態の問題でもあることは， いうまでもない。スミスの土地所有形態に関 

する所説を，農制 の̂改良という視点からとりあげるとすれぱ，つぎの二つの点が注目されるであろ 

う。その一は，利潤の成立を阻むものとしての封建地代に対する批判であり，そのニは，士地分割 

を胆止するものとしての相続制度に関する問題である。

《1) : 封建地代に対する批判  •
スミスは「国富論J 第 2 編 第 3 章において，つぎのような指摘をおこなっている。すなわち，ヨ ー  

ロッパの富裕な® 々も，封建政治が広くおこなわれていたあいだは，土地の生産物のうちごく小部 

分を以て朝f p に投じられた「資本J を償: うことができ, しかもその「資本J も普通は領おの所有に 

属していたので，その生産物の大部分は領主の地代もしくはその貧弱な「資本J の 「利潤」として， 

当然領主に属した‘。 しかしヨーロッパの現状においては，土地の坐産物の大部分が， r富裕にして

注( 5 3 ) スミプ、は外国贸易とそれによゥてだJ：接導入された製造業がその地力の改良と耕作に贯献したfi-方として，三つの☆を 

あげている(ibid., pp. 389 f f .同上第2分KH74貝以下)。その第一は，その地方の粗生生ま物に対して手近な大市場を 

提供して，耕作と改良に刺戟をあたえたこと。第二は，都市住民による土地への役资。rこれらの土地の大部分は，こ 

ういうことがなけれぱ，多くは耕作されないものであった。J 三は，商業と製造業は，W舎 の の 問 に r秩序と善

政とを，そしてそれに伸って個人のi^tljと安全とをもたらしたJ 'こと，とれである。
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独立な農業者（farmers) J の資本の回復にあてられ，その残りの部分がク、れの利潤およびi i 呈の地 

代の支払にあてられている。現在地主の分前は士地の全生産物の3 分の 1 をこ免ることは稀で 

て，時としては4 分の 1 にも及ばない。しかし，この国の改良されたすベての地方においては，土 

地の地代は以前の地代にくらベれぱ3 倍あるいは4 倍-にもなっているのである。すなわち，この年 

々の生産物の3 分の 1 あるいは4 分の 1 にすぎないものが，以前の全地代の3 倍， 4 倍にもあたる 

のである。改丧の進歩につれて，地代は土地面積との割合においては増加するけれども，土地生産 

物との割合においては減少するのであ(5^)。スミスがのべている最後の筒所は，地代量と地代率との 

関係に関する言及として注目さるべき論点であるが，ここでスミスがいおうとしていることは，利 

潤部分にくいこむ，胎芽的利潤 (embryonischer P r o f it )の蓄積をはぱむ，ちるいはまた利潤脑晴を成 

立せしめない地代の問題，それと対比しての，利潤範晴成立のもとにおける地代の問題，そして, 
このような地代の推転をもたらすものとしての，，耕の改良であったので衣> る。封建地代のもとに 

おける資本蓄積阻言の問題については， たとえば， 第 5 編第 2 章第 2 節第 1 項の，「社会の一般的 

または公共的収入の源泉J としての賃料（r e n t )に対する税をとりあげている筒所で，1. 契約更新 

に際して徴収される鱼担金(fin e )の問題，2 . 耕作に対する地主の干涉，3 . 賃貸，契約における現物
, __ (55)

地 代 （rent in k in d )あるいは賦役地代（rent in serv ice )の残存について論じているところからも，

十分にうかがいうるところでちる。 . •
負担金の徴収は，いわぱ地代の前仏いにほかならない。そして地代の前私、いは農朝^に役ぜられる 

べき資本部分からの控除である。スミスはいう。それは「多くの場合浪費者の使法なのであって，J 
r多くの場合地主にとって有まであり， またしぱしぱ借地農にとって有害であるし， しかも社会に 

とってはつねに有害である。J けだし借地農はその有する資本金の大部分をうぱいとられることと 

なり，その耕作の能力をそれだけ減ずることと.なるからである。その結果地代はより小額となって 

も，そのためにより多くの労苦が投ぜられねぱならなくなり，また耕作の能力を減ずる結果は，社 

会の収入のもっとも重要な部分を抑圧することになるといわねばならない。

また , . 借地農に対して，賃貸期問中一定の耕作方法をおこなうべきこと，あるいは一定の作物を 

継続して栽培すべきことの指定をおこなうようなことがある。「それは一般に地主がかれ自身の知 

識についてもっている自惚の結果でちるがJ とスミスはいう， 「これは一種の附加的地代，あるい 

は貨略地代 (rent in m o n ey )に代る賦役地代とも考えられるものである。j

注《54) /Wrf., pp. 317-318，同上第 2 分照 344-346 H 。

(55) Ibid., p. 7 8 3 .同上策4 分iflj ?51- 252 J i , なおスミスはフランスでおこなわれている分益農(m6t*yers)—— rイソ>/ 
7 ンドでははるか以前から傲hされているので，われわれはそれに相当する英語名をもっていないJ —— を奴諫耕作の 

ちとをうけたものとして位腔づけ, それについてつぎのようにのぺている。この種の耕作者にとゥても… 资財(stock) 
の一部を，土地の一溜の改虫のために役ずることは，けっしてその利益とするととろではなかった。けだし何ひとつ 

■役资しない地主が生まされるすべてのものの半分を得ることになゥていたからである( M ,  pp. 366-367.同上 |̂(?2 
分冊 439-442 頁 J  , '
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また，地主のなかには，货幣地代のかわりに瑰物地代乃至は賦役地代を要求するものがあるが，

こ<9ような地代は「地主にとっで有利でる以上に，借地農にとって-4：r言である。それは地主の懷 

にはいるもの以上に，借地農の懷からうぱうからである。こういう地代がおこなわれている国にお 

いては，それがおこなわれている程度に， じて，借地農は貧乏で乞食のようである。J ，

スミスの時代は， まさに，新農法の展開に照応して , PIい込み運動が急速に進行しつつある， そ 

ういう時代であった。そのなかで，「完全な所有権J (full ownership) = 私的所有権として確定された 

フリーホールド（freehold).の集中，および入会地の集中とい •つたかたちで，中小土地所有者の農集 

改良的囲い込みが，合理的農業経営を発展させていく。その反面 , コピーホールド（copyhold) やリ 

ースホールド（leasehold).あるいは任意保有（tenancy at w i l l )等の保有権， まデこは単に事実上の権利 

として入会を認められていたにすぎない小屋住み百姓等の権利は，土地の割当てから挑除され,.し 

たがって共同体慣行ニ開放耕地制度の解体や， これらの権利の補独をなして、た入会権?!)、らの切り 

離しによって，脱廣化を金儀なくされていったのである。そしてまたそのようななかで,旧領主権 

(manorial r ig h t )を抽象的権利乃至は地表権（surface r ig h t)たらしめ，その所有地を法的にはフリー 

ホールドと等しく私的土地所有権と看做すことによって，また同時に囲い込みの白I のもとで，そ 

れは大土地所有形成の一*跡点となっていったのである。

このような階層分解の進展のうえに，私的所有地としてのプリ一ホールド= 大土地所有と， リー 

スそのものの権利内容の変化をともなった，契約にもとづく借地ニ大借地経営との照応関係を，や 

がて，基本的な関係として見いだしていくこととなるのである。

しかもなお，当時のイギリス農業における封建的慣習の残存は , 看のがしうべくもない。 10分の 

1 税 （ty th es)現 物 徴 収 に い て ，アーサー，ヤング （Authur Y oung)はイングラソド北部の各地にお 

ける10分の 1 税徴収の状態を示す表をかかげたのち , それについてつぎのようにのベている。「こ 

とに注目さるべきことは , , その率のきわめて高いこと，.きわめて多くの地方においてそれが課せら 

れていることである。それが農業の発速を阻言すること，思いも及ばぬ程である。人知の考えうる 

あらゆる重圧的課税のなかで，かほどまで耕作を頓挫させるものはない，それは生産に比例して增 

加するので，文字通り改良への課税である。」「示談は，一見そうみえても，なんら解決策たるもの 

ではない。けだしそれは個々の農業者の経営が良ければ良いなりに，恶ければ悪いなりに微収され ,
■ (56)

つねに教区長（re c to r )の意志に左右されるからである。」 また 1 7 9 5年のラン力シャー (Lancashire) 
における報告は，多くの農地が三代借地で保有され , またほとんど衰滅しつつあるとはいえ，賦役

注(56〉 Aurthur Young； A Six Months* Tour through the North of England, Containing, An Account of the present 
Stale of Agriculture, Manufactures and Populaiion, in  se'oerfll Counties of this Kingdom,. Ix>ndon, 1770. 2nd ed. 
1771. v o l.VI, p. 3 3 6 .また•Amm/s of Agriciiltt(.re, and Other Useful Arts, vol..I , . London, 1784 においても，かれ 

は riO分の1税があらゆる??;働的な農耕に対する弥力な前/だであり，現物で微収されるその極度のAWのために起ちあ 

がりえないはどである」ことをのべている。（p/73)。
' —— 1 9 (5 6 5 )
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與的な大士地所有にかかわりのある長子相続権乃至は限嗣相続制について， ま，ず，これらは士地の

分割 . 細分をさまたげることを問題としているのである。スミスは第3 麵 第 3 章において「長子招

続権はいまもなおひきつづき尊重せられており， しかもそれはすべての制度のなかで，家門の栄醫

という誇りを維持するのにもっとも適当なものであるから，なおこれから幾世紀ももちこたえそう

に思われる。… …一人の子供を富まさんがために，他の子供全部を貧溝せしめる権利ほど，多数の
(61) ’

家族の実益に反するものはないJ とのべ，また限嗣相統制について，それは高位と名誉に対する貴

族の# 他的特権を維持するに必要なものと: # えられるが,後継世代はいずれも土地に対してまた

士地のもつすべてのものに対して同等の権利をもつべからずJ となすこの制度ほど , ヨーロッパの

今日の状態のもとにおいて，不条理な制度はないとのべている。農耕り改良，農業生産力の仲眼と

いう点からみるならぱ，これらの大士地所有者にあっては， t f己の領地の防衛乃至は勢力の拡511に
のみその主たる関心がよせられ，か れ ら は r土地の耕作や改良に意を用いることはなかったJ とい

う点に，スミスの批判の眼はむけられているのである。 .
新農法の開拓，農 の 改 良 ，およびその普及について， これら土地貴族の或るもののなした貢献

については， もちろん，これを否定することはできない。いなむしろ，力★らはいわゆる農業ホ命

においてその先駆をなしたのであった。 しかし，スミスにとっては，すでにあきらかなごとく，農

耕め改丧，農業生産力の発展を問題とするかぎり， これら土地貴族による，大士地所有の管理，経

営よりは，「启己の資財をもって士地を耕し，一定の地代を地主に支払う，本来の意味における農
(63)

業 者 （farmers)」を中心に考えるべきであるというにあったのである。

しかも，これらの農業者が数年に直る借地権（le a s e )をもっているとぎには， その，地を一層改，

良するために，その資本の一部を土地に投じて損失にはならないと考えるであろう。 しかしながら，

とスミスはいう，このような農業者の土地の占有はなおきわめて不安定なものといわざるをえない

ので^ )る„ 立法者は土地所有者であり， r土地に関する法#はすべて所有者の利益と思われるもの

を考慮に入れていた。」 rま欲と不正は山来近視である。；??、れらはかかる規則がどれほど土地の改Jii
をさまたげ，そのためながい眼でみれぱ， どれほど地あのま質的利益を損うものであるかというこ

(64)
とを予見しえなかったのである。」 ただ，イングランドにおいては， ヨーロッパの他の地城に比し 

て，借地農の地位の安全なること , 地主におとるものではない。た と 克 ぱ 「イングランドにおいて 

は年額4 0 シリングの価値ある終:t 借 地 権 （lease in l i f e )は—傭のプリーホールドであって，この借 

地権保-イす者には国会議員の選举権があたえられている。そしてヨーブ ' /層 （yeonmmy)の大部分はこ 

の糖のプリ一ホールドをもっているので， この権利がかれらにあたえる政治的重耍性のゆえに，こ

注(6り IbM" pp. 361-362.同上然 2 分冊 429-431頁。

(62) Ibid., p. 3 6 3 .同上第 2 分冊 432 貝。

(63) i m ,  P，3 6 8 .同上第 2 分冊 442-443 更。

(64) Uid., D，369 .同上访 2 分IW 446 直。
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(57)
(boon se rv ice )が附加されている場合のあったことを，指摘している。

このようななかで，ケ ネ ー （Frangois Quesnay)が地代を純生産物（produit net) として把握するの 

に対して，スミA は地代を，利潤を成立せしめない， る.いは平均利潤にくいこむ地代として〔、は 

なく，平均利潤以上に出る超過分として把握しようとするのであり，「国?貧論」第 1 編 第 1 1 章にお 

ける地代論はまさにそのようなものとして展開されているのである。

Dliい込みの描進力の一つは農耕の改良でとろう力 ' ; , また地主によって取得される地代の増加も-， 

そのーつとして作用する。地代増加は単に貸付地の拡張によってそれを果すことも可能であろう 

が，それが合理的農法によって裏付けされることによって，一層確実となり，また地代欲求も合理 

化される。農耕の改良は，利潤衛晴を成立させるとともに，地代量の増加をもたらすものでもった。 

スミスのこの点に関する注目は，さきの引用にあきらかなところである。

《2) •相続法に関する問題 .
すでに，イギリス市民革命を契機とする私的土地所有権の確立，そしてそれにともなう土地譲渡， 

売買の自由化は，土地移動を活撥ならしめたが , 他方， r市民-本命によるさまざまな形での土地移 

勘の増大が土地所有権に対する不安感を増大せしめ，逆にいわぱ世襲財産維持のための方策としてト
(58)

継;/!̂ 的不動産権設定の償行をひろめJ ることになった。継承的不動産権設定 (strict settlement) と 

それにかかわりをもつ長子相続法（law of primogeniture)は，イギリス土地貴族（landedぢentry) 層を 

して，そのま;配的地位を維持せしめた根源であったのである。「かれ自身かなりの地主であったJ ュ 

ゲリン • デ ニ ス ン （Evelyn Denison)にしたがえば，1847年，イングランドの土地の概略2 分の 1 乃
(59)

至 3 分 の 2 はなんらかの継取的不動産の形になっているということでみった。またスミス自身，

r長子相統法の自然的帰結たるJ 限嗣相統制（e n t a i l s )に関連して，「イングラソ ドの償習法（eonmiott
l a w )は永代所有権（perpetuities)を忌むといわれ，実際にも永代所有権は， ここでは， ョ 一口ッパの

他の君主国に比しては， より多く制限をうけてはいる力;，イングランドにおいてさ免も， これが絶

無ではない„ スコットランドでは，全 [SIの土地の 5 分 の 1 以上，おそらくは 3 分 の 1 以上がいまも
(60)

なお厳密な限嗣相統制のもとにあると考えられるJ とのべている。

これらの相統制鹿は，土地が，単に生活の手段としてではなく，「権 力 や （居住者に対する）保護 

の手段」 として， いいかえれぱ土地所有が純粋に経清的な形態においてではなく， 社会的，政治 

的 )̂よ粉飾をともなつて，立ち振舞う状態のもとで， とられる形態であった。スミスはこのような世

注（57) Dickson and Stephanson ； Agriculture in  Lancashire, 1815, p. 38.
( 5 8 ) 推名ffi明 「近代的：h地所有ーバその歴史と理論—— J1973^P, 33直。継メ"S的不動産権設定にほjする複雜な?が情につい 

ては，同書24-35頁，また宮崎孝次郎「財産継ホ制庇の比絞法的研究J 1961年，381直以下参照。

(59) F .M .L. Thompaon; English Landed Society in  the Nimteenth Century, 1963, p. 67, もっともトムプソン自森は， 

この数字は，当繼jぼiに係の ibる杯换者の推定でfcるとはいえ，所訟，推定であって，/よんら正確な報告にもとづい 

たものではないとしている。（ス‘み".）

(60) The Wealth of Nations, (tho Modern Library,) p. 363.同上ポ 2 分I!け 433 貝。
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(65)
の全階級は大いに地主から尊敬されるようになったのである。」

も'っとも，スミス自身， このような農業きによる農耕をその改良の中軸においていたとはいえ，

地主による農の改良をかならずしも  一*概に杏定するものではない。それは第 5 編 第 2 章 第 2 節第

1 項におけるつぎのような叙述にみられるごとである。「地主がかれ自身の士地の一部を耕作す

るように奨励することは極めて重要でる。けだし，かれの資本は総じて借地人かen a n t)の■^れに

比しては大きく， L たがってたとえ熟練において劣っていても，住々より大きい生産物をあげるこ

とができるからである。また地主は、ろいろのま験をやるだけの余裕をもっているぱかりでなく，

総じてそれをやろうという気にもなっているからである。かれがこの奨験に失敗してもかれ自身と

しては僅かぱかりの損失を蒙むるにすぎない。かれがその実験に成功すれぱ，それは全の改良や

よりよき彩t作に貢献する。  （しかし）地主の大部分のものがその所有地の全部を自分で経営した

いというような気になるとするならば，農村は怠慢で放縦な土地管理人（bailiff) を以て満されるよ 
*(66)

うなことになるだろう。J
(67)

とはいえ， r大土地所有者が大改良家であることは減多にない*J これに反して小土地所有者は，

rかれの小さい土地の隅々までよく知りつくしていて， 財産と’くに小さい財産が白然に懐かせる爱

着の目でそれを見，そしてまたそれゆえに，その土地を耕作するのみならずそれを飾り立てること

を楽しみにさえする，」 このような小土地所有者こそ，すべての改良家のなかでもっとも勤勉な，

もっとも賢明な，そしてもっとも成功的なものというべきである。 しかるに「ヨーロッパにおいて

は，長子相続法および種々の永代所存権が大土地所有の分割をさまたげ，またそうすることによっ

て，小土地所卷者の増加を阻止している。J かくして，スミスはこのような小土地所有者の代表とし

て , ぎ実上のフリ 一 ホールドをもつヨーマン層， とくにイングランドにおいて尊敬されているヨー 

(69) .
ャン層を重くみるのである。

このような点からするならば，スミスが小士地所有による農耕の改良を,期待するというの単

なる大土地所有に対する小土地所有の優 fとという点に出来するものではない。それは貴族的大土地

所有，あるいは未耕地を多分に含む，い わ ば 「寄生的なJ 大土地所有に対抗する問題として，提起

されていたのであるとみることができる。そしてその対抗は継ぜ:的不動産権にともなう和統制度に

注(65) /Wrf.. P. 3 6 8 .同上第2 分照444頁。

(66) / も P. 7 8 4 .同上祐4 分冊253頁，

(67) /bid リ P. 363.同上祐 2 分 |11}433员。

(68) /Wrf.. P. 3 9 2 ,同上第2 分 11049̂ 1見  ’
( 6 9 ) スミスはヨ- -プソが, インメランドにおいては，3 — 口ツバのいかなる国におけるよりも落敬されており，力、つもク， 

とも!̂ I illである一例として，エのIf嫩の通過の際における馬, 取炎料だ，などの提供という問題をめぐって，rわたく 

しの信ずるところによれば，ィングランドはa —マン層に対するこの徴発による庄制が全く鹿Jhされている，a — 口ッ 
バにおける唯一"の定t主！$1であるJ とのべている。 P..390.同上铭2 分|ll}447；gC,〉また「スコットランドでは借地 

権をもっていても，それによってrî 会議員の選傘権は全然たえられていないので，3 ーづンはイングランドにおけ 

るように地j この功敬をうけることがすくないのでもる。J {ibid., p. 3 6 9 .同上第2 分jjil 445貝) ,
‘ — 2 2 ( 舰 ）一一

アダム，スミスにおける農業 . 土地問題

具体的に东されるような，大土地所有に内在する所有分割 !SJi止の要因に，その表象を見いだすとこ

ろである。 スミスは， r国ぎ論J 第 3 編第 4 章ニにおいていう。 「土地を買うということはヨーロク

パのどこにおいても小資本を使う方法としてはもっとも不利である。J お場にもたらされる士地が

少量しかないということ，そしてそこにもたらされる士地が高価格であるということ力':,そうでな

けれぱ向けられたであろう多くの資本が土地の朝f f :や改良に使われることを，さまたげているので

ある。」それは，「ヨーロッパ諸国の緩慢な進歩」に対L て，そ れ を 「北アメリカ植民地の急速な進

步J と比較してみるならば，一層明確に示されるところであった。この点についてスミスはいう。

r北アメリ力においては . . ‘…朱おの土地を買って改良するということは，最小の資本にとっても最大

の資本にとってももっとも有利な使用方法であり，またこれがこの国において得られるべき-^切の

財産と名誉への一番の捷径でもる。実際のところ，そういう土地は北アメリカにおいT はほとんど

ただか，または自然的生産物の価値をはるかに下廻った価格で手に入れることができる。これはヨ

一P .ッパではもとより，その他すぺての土地がはるか以前から私有財産となっているいかなる国に
(70)

おいても不可能なことなのである。J 北アメリカにおいては，旧い土地制度が欠如しており，土地

は，無いに等しいかあるいはきわめて低い地代で，耕作される。そのようなところでは，土地への

資本の投下は，然らざるところに比べて，はるかに急速にすすむというのは，ひとえに士地制度の

問題であるといわねばならないのである。第 4 編 第 7 章第 2 節においては，スミスは，未朝=地の独

占は良好な土地の豊富と低廉とを事実上において減ほ’すものであり,改良に対する最大の障害であ

ることをのべて，イングランドの植民地の政治上の制度が，スペイン，ポルトガル， フランスのい

ずれに比しても，この士地の改良および耕作にとってより有利であった点をいくつかあげているの 
(71)

である。すなわち，イングランドの植民地では，未耕地の独占はより多く制限されており，その所 

有地の一定部分を，一定期間内に改良，耕作すべき義務が課せられていた。また分割相続制度に開 

していえば，ペンシルヴュュア（Pennsylvania)においては長子相続権はなく，土地は動産と同じく 

家族の子供全部に均等に分割され，ニュー，イングランド（New England)の 3 州においては長子は 

2人分の取得分を有するにすぎず，またイングランドの他の植民地においでは長子相続制が認めら 

れていないわけではないが，その保有権の性質上容易に譲渡できることとなっていたのである。

これに反して，イギリス本国においては . 継7あ的不動産権乃至限嗣相続不動産権に対して，農耕の 

改1_̂ 1という立場から—— それはとくにその基礎をなす土地改良め促進をめぐってであるが—— 法的 

措置が講じられるにいたるのは， 1856^1ル:JI降 6 D 「継ぜ:不動産貧贷及び売却促進法J (Act to facilitate 
Leases and Sales of Settled Estates), なかんず 'くいわゆる農業大不況の深化を経験して，188i2年 の 「維 

す的不動産権設定地法J (Settled Land A c t )を俟たねぱならなかったのである。

注(70) Ibid., p. 3 9 3 .同上第 2 分冊 492-493 
(71) Ibid., pp. 538-540,问上滚 3 分III} 289-291見
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このような閲係をふまえて，スミスがとくに注目するととろは， ヨーマン層の地位と役割でま) る。

ィソダランドほどヨーマン層に対して法律で能うかぎりの安全と独立と尊敬があたえられていると

ころはなかった。それをめぐって，スミスは強調する。 「長子相続権が行傅され， 10分の 1 税が課

せられ，’法律の精神に反するとはいえ，とにかく永代所有権が時に認められておりながら，ィング

ラソド以上に農業に奨励をあたえうる国はどこにもないのである。J 「なんら直接の奨励を業にあ

たえなかったならぱ，そしてまたヨーマン層をヨーロッパの他の多くの国々と同一^の状態に放置し
(72) . ，

ておいたならば，一体どうなっていたことであろう力へ」 スミスは， 農業におけるイングランドの

先進性を，このようなところに， もとめようとしているのである。スミスの]!史認識の核心をうか

力';うことができると思われる。 ’

4 . 結びにかえて

以上，「事物自然の進路J がそれに反した政策や過程にも力、かわらず， 自然にi t かれるにいたる

その点に，ホ民社会形成の歴史的必然性をみとめながらも，なおそれゆえに,農業における資本役

下のおくれをこのような必然性の観点から問題とし，それを当面進行しつつある「農業革:命J にお

ける農耕の改良，その普及と促進， したがって近代資本主義確立のための国内市場の形成と拡大と

いう面においでとらえるとき，スミスは当面の土地所有形態のなかにどのような問題を見いだして

いたかを，「国® 論J に即して，検討してきた。そこでは r農業本命」を通じての農業生産力の発

展を物質的基礎とし， ヨーマン層の分解を基礎過程とする大土地所有と大借地農業の対応関係とい

う基本的形熊への展望を示しながらも，な お 「農業 :ケ命」の端緒的な段陪のもとで，そこに現象す

る諸々の土地保有* 所有諸形態の軸をなすものは，い わ ば 「封建的」貴族的大士地所有と，分解基

点をなす独立自営の小商品组産者， しかも上界への可能性とそれへの期待を内包する独立生産者た

るヨーマン層に，その典型を見いだす小土地所有との，対抗関係であった。もっとも，スミスは，

さきにものぺたごとく，地主の，土地への資本投下，いわば地主のプルジヨァ化の側面と，その意

義をけっ して否定するものではない。スミスが専ら批判の対象としたものは，土地への資本投下を

胆 書 す る 「封雄的J 貴族的大土地所有であったのである。そして，この点に関するスミスの立場は , 
> (73)

かれの後継者速の論争を逆に投影することによって , 層あきらかにすることができるであろう。

注(72) P. 394.同上第 2 分 111} 495-496 i l：。
( 7 3 )たとえぱ，"Vルサス（T,R. Malthus)の 「経め学原21!」 (Principles of Political Ecmwmy, considered with a View 

to their Practical Application, London, 1820,)な5 7 章第7 節における叙述，そこでは，力、れは，大士地所有の分割に 

力、ならずしも反対しているわけではないが, それが一定の限度を越せば, 有効需廣を減退するぬ、たること， に 

|肖する経济学上のすぺて{.ケ大な紹̂ ^̂は比例に依がしているものでオ_>る」(p. 432)—— また分割. 細分化は農業生庫:力を 

破壊するにいたるでもろうと，のべる。「長子備権および限嗣ffi統法の地のためにひきおこさるべき士地Mまの分 

割によって，イギリス帘® の'/!?が本質的にm大されるかど！) かの問題に立ち入る必胁t ほとんどない。この旧は，则た
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一方，イギリス社会における地主階級の重さは，1832ギ第 1 次選举法改正にいたるまで，下院の被 

逃举資格は，地方 6 0 0 ポンド，都市 3 0 0 ポンド以上の年収ある土地所☆者であったこと，この選举 

法改正の重点は，いわゆる腐敗選拳区 (rotten borough) O 處止， 1 0 ポンド資格の創出，工業都市へ 

の議席配分にあったということ，および 1 8 4 6年にいたるまでの穀物法の存続にみられるごとくで 

ある。

スミスが，一方では地主の土地への資本投下，いわば地主のプルジ3 ァ化と，他方，大士地所有 

と小士地所有との対抗という関係のなかにみているのは，地主と産業プルジ3 ァジーとの共存でも 

ろう。 しかもその共存は，土地所有の資本への従属のうえでの，そのかぎりでの， したがって土地 

所有関係の変質を方向として含む，共存であった。そしてその変質はヨーマン層の分解•上昇にと 

もなう農業の改良 • よりよき耕作を主導とするものであったときえていた，ということができよう。 

われわれはこのような関係を「国富論J 第 1 編 第 1 1 享に展開される地代論の背景におくことがで ’ 
きるように思われる。そこでは，平均利潤以上に出る超過分として，いわば資本主義的な'施禱とし 

て地代を規定すると同時に,'地代は土地所有そのものにもとづくいわば一般的な地代として設定さ 

れる。スミスの「自然地代」 （natural r e n t)なる概念のなかには，土地の豊度や位置によって变化す 

る部分をも含むが , それは，差額地代的性格をもつとはいっても，厳密な意味の差額地代ではない。 

またそれはフィジォクラット的な偏向をもちながらも，農業生産における資本構成の低位がそこに 

は暗に指示されているとはいっても， それを以て， r自然地代J を直ちに絶対地代と等置すること 

はできない。 ■
以上の考察はまた，いいうベくんぱ，スミス体系の性格規定に対する一つの判断基準をあたえる 

ことになるであろう。

〔附 記 ；] 本稿は，慶應義塾大学退職に際して，昭和48年 3 月 1 Hおこなった最終講葬であ.る。 

(わたくしのとの学年®担当講義は「経済学史J でもったJ 最終講義を掲載するのが,慣例となっている 

「退職記念特集号」の性質上，掲載に当っては，前後の挨接の部分をのぞいたはかは，できうるか 

ぎり原型を保つようにつとめた。そのための,’ 論文としての不備は餘旗を望むものである。

(名誉教授）

において，また現卖の法めもとで，大きな領士をもつ近代のいかなる国よりも，とくにその天然資源と比絞したふ 

き, より大きな赏の光景(picture)を示していることは，一# に認められている。j (p. 4 3 5 .)これに対する， 分割は 

農業生産力を衰微させる結果に導くとはけっして絡論しえないとなす， リカプドォの「評註。J (iVo/e m  MaWms's 
PHnciples o f Political Economy. The. Works and Cwresfoiidence o f David Ricardo, Vol.II, p. 3 8 7 .)そして，この 

ような議論の背後には，マルサスが地代の撒jnを以て右効常顿の1  て要な要因となすのに対して，、) 力'/ドォにあっては 

地代は生産されたr赏J のW分割にすぎないとなすi i 解めネり違がったのである。 •
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